
防衛大学校達第６号

防衛大学校本科学生の懲戒処分等の基準に関する達を次のように定める。

平成６年９月２６日

防衛大学校長 松 本 三 郎

防衛大学校本科学生の懲戒処分等の基準に関する達

改正 令和２年３月２０日防衛大学校達第４号

（目的及び範囲）

第１条 この達は、防衛大学校本科学生（以下「本科学生」という。）の懲戒処分、

訓戒及び注意（以下「懲戒処分等」という。）の実施に関し、懲戒処分等の種別

及び程度を決定するために必要な基準を定めることを目的とする。

（用語の意義）

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 重処分 退校又は６日以上の停学をいう。

(2) 軽処分 ５日以内の停学又は戒告をいう。

(3) 加 重 規律違反の様態に応ずる処分基準の上限より、懲戒処分等の種別又

はその程度を重くすることをいう。

(4) 軽 減 規律違反の様態に応ずる処分基準の下限より、懲戒処分等の種別又

はその程度を軽くすることをいう。

（懲戒処分等の種別）

第３条 懲戒処分等の種別は、退校、停学、戒告、訓戒及び注意とする。

（懲戒処分等の軽重）

第４条 懲戒処分等の種別の軽重は、前条に記載した順序による。

（退校適用の基準）

第５条 退校は、本科学生が学業遂行上特に重大な影響を及ぼす規律違反、特に悪

質な刑事犯に該当する規律違反等防衛大学校に対し著しい不利益を与える規律違

反を行った場合に適用する。



（停学適用の基準）
第６条 停学は、本科学生が退校には該当しないが学業遂行上重大な影響を及ぼす
 規律違反を行い、学業及び勤務学生として勤務に就かせないで謹慎自戒させるこ

とが適当な場合に適用する。

（戒告適用の基準）

第７条 戒告は、本科学生が停学以上には該当しないが比較的軽微な規律違反を行

った場合に適用する。

（訓戒適用の基準）

第８条 訓戒は、本科学生が懲戒処分を行うまでには至らない程度の軽微な規律違

反を行った場合に適用する。

（注意適用の基準）

第９条 注意は、本科学生が訓戒を行うまでには至らないが不問に付することも適

当でない極めて軽微な規律違反を行った場合に適用する。

（規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準）

第10条 規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

（教唆者等の取扱い）

第11条 規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対する懲戒処分等は、

当該規律違反を行った者に対する懲戒処分等に準じて処分を行う。

２ 集団による規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対する懲戒処分

等は当該規律違反の主動者に対する懲戒処分等に準じて処分を行う。

（懲戒処分等の加重等）

第12条 規律違反が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分等を加重する。

(1) 規律違反の動機、手段又は方法が極めて悪質な場合

(2) ２人以上共謀して規律違反を行った場合

(3) 集団による規律違反を主動した場合

２既往処分等が、戒告以上のものについては１年、訓戒については６月の期間内に

おいて規律違反を重ねた場合は、懲戒処分等を加重することができる。

３２以上の規律違反を行った者に対して、同時に懲戒処分等を行う場合は、その

最も重い規律違反についての処分基準に他の規律違反についての処分基準を加味

するものとし、単に全部を合算しない。

４一つの行為が数種の規律違反に該当し、又は規律違反の手段若しくは結果が他

の規律違反に該当する場合の懲戒処分等は、その最も重い規律違反についての処

分基準を適用して行う。



（懲戒処分等の減免）

第13条 規律違反となるべき行為が、次の各号の一に該当する場合は懲戒処分等を

行わない。

(1) 天災地変等不可抗力による場合

(2) 正当防衛の場合

(3) 緊急避難のときで本科学生としての義務に違反しない場合

(4) 心神喪失中の場合（本人の責に帰すべき理由があるときを除く。）

２ 規律違反者が、次の各号の一に該当する場合は情状をしゃく量し、懲戒処分等

を軽減することができる。

(1) 過剰防衛又は過剰避難の場合

(2) 心神衰弱中の場合（本人の責に帰すべき理由がある場合を除く。

(3) 平素の服務及び学業成績が優秀な場合

(4) 規律違反を自ら申し出た場合

(5) 改しゅんの情が顕著である場合

(6) 未遂の場合

(7) 学生舎生活等の不慣れに起因する規律違反で、入校後６月を経過しない場合

(8) その他軽減すべき相当の理由がある場合

（別表に定める以外の規律違反に対する処分）

第14条 別表に定める以外の規律違反に対する懲戒処分等の種別及び程度を決定す

るために必要な基準については、別に定めるところによる。

附 則

１この達は、平成６年９月26日から施行する。

２防衛大学校本科学生に対する懲戒処分等の手続きに関する達（平成５年防衛大学

校達第13号）の一部を次のように改正する。

第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条から第９条までを１条ずつ繰り上

げる。

３ 当分の間、防衛大学校本科学生の暴行等に伴う違反行為に関する懲戒処分等の

  基準については、本則の定めにかかわらず、別に学校長が定めるところによる。






